
 1 

プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー  
 

平成20年3月1日制定 
平成22年3月3日改訂 

 
 株 式 会 社 コ パ イ ロ ツ ト （ 以 下 、「 当 社 」 と い い ま す ） は 、 個 人 に 関 す
る 情 報 で あ っ て 、特 定 の 個 人 を 識 別 で き る 情 報 又 は 他 の 情 報 と 容 易 に 照
合 す る こ と が で き 、そ れ に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る も の
（ 以 下 、「 個 人 情 報 」 と い い ま す 。 そ の 他 本 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー に お
け る 用 語 は「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」に 則 る こ と と し ま す ）を 取
得 、 利 用 、 管 理 す る こ と が あ り ま す 。 そ の 際 、 当 社 は 、 個 人 情 報 の 保 護
に 関 す る 法 律 （ 以 下 、「 個 人 情 報 保 護 法 」 と い い ま す ） 等 の 法 令 を 遵 守
し 、個 人 情 報 を 保 護 す る と と も に 、で き る 限 り 、個 人 の 意 思 を 尊 重 し つ
つ 、個 人 情 報 を 取 り 扱 う こ と が 社 会 的 責 務 と 考 え 、次 の 取 組 み を 推 進 し
て ま い り ま す 。  

 
１  個 人 情 報 の 保 護 、 安 全 管 理 措 置  
１ ）  当 社 は 、 個 人 情 報 保 護 法 等 の 法 令 を 遵 守 い た し ま す 。  
 
２ ） 当 社 は 、個 人 情 報 安 全 管 理 責 任 者 を 選 任 し 、個 人 情 報 の 保 護 、運

用 、 厳 重 な 管 理 を 実 施 い た し ま す 。  
   ま た 、個 人 情 報 監 査 責 任 者 を 選 任 し 、個 人 情 報 保 護 に 関 す る 監 査

を 実 施 す る と と も に 、 社 内 体 制 、 運 用 の 改 善 を 図 り ま す 。  
   ま た 、当 社 が 利 用 目 的 の 範 囲 内 で 業 務 委 託 先 に 個 人 デ ー タ を 提 供

す る 場 合 が あ り ま す が 、業 務 委 託 先 と は 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 に 関
す る 契 約 を 締 結 し 、上 記 目 的 外 の 利 用 を 禁 止 し 、安 全 管 理 措 置 を 講
じ さ せ る 等 の 対 応 を 行 い 、 委 託 先 の 監 督 を 実 施 い た し ま す 。  

 
３ ） 当 社 は 、個 人 情 報 に 関 す る 社 内 規 程 そ の 他 の 規 程 を 定 め 、従 業 者

に 個 人 情 報 の 保 護 を 徹 底 し 、 教 育 研 修 を 実 施 い た し ま す 。  
 
４ ） 当 社 は 、保 有 す る 個 人 情 報 に つ い て 、不 正 ア ク セ ス 、漏 洩 、滅 失

又 は 毀 損 等 の 管 理 上 の リ ス ク が 存 在 す る こ と を 常 に 強 く 意 識 し 、こ
れ ら に 対 す る 人 的 、 物 的 安 全 管 理 措 置 を 講 じ ま す 。  

 
５ ） 当 社 は 、本 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 、個 人 情 報 保 護 に 関 す る 社 内 規

程 、運 用 に つ い て 、法 令 等 の 改 正 、社 会 情 勢 の 変 化 、監 査 の 結 果 等
に 応 じ て 継 続 的 に 改 善 し て ま い り ま す 。  
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２  個 人 情 報 の 取 扱 い  
１ ）  取 得 す る 個 人 情 報 の 利 用 目 的  

当 社 は 、 氏 名 、 年 齢 、 性 別 、 住 所 、 勤 務 先 名 称 、 勤 務 先 所 在 地 、
電 話 番 号 、 フ ァ ッ ク ス 番 号 、 携 帯 電 話 番 号 、 電 子 メ ー ル ア ド レ ス 、
職 業 、銀 行 口 座 番 号 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 個 人 情 報 を 取 得 す
る 場 合 が あ り ま す 。  

当 社 は 、個 人 情 報 を 本 人 か ら ウ ェ ブ サ イ ト 、モ バ イ ル サ イ ト 、書
面 等 に よ り 直 接 取 得 す る 場 合（ そ れ ら の 書 面 等 に あ ら か じ め 利 用 目
的 を 明 示 し て お り ま す ）、又 は そ れ 以 外 の 方 法 で 適 法 に 取 得 す る 場
合 、 以 下 の 目 的 に 利 用 い た し ま す 。  

(1)当 社 の サ ー ビ ス に 対 す る ご 意 見 を お う か が い す る た め  
(2)当 社 の サ ー ビ ス の 需 要 調 査 の た め  
(3)当 社 の サ ー ビ ス 開 発 の た め  
(4)当 社 の 新 サ ー ビ ス 、 キ ャ ン ペ ー ン の ご 案 内 を 送 付 す る た め  
(5)当 社 の サ ー ビ ス に 関 す る 情 報 を 送 付 又 は メ ー ル マ ガ ジ ン を 送

信 す る た め  
(6)第 三 者 に 提 供 す る た め  

 
２ ）  第 三 者 提 供  

当 社 は 、 以 下 の (1)か ら (4)に 記 載 す る 場 合 を 除 き 、 個 人 デ ー タ
（「 個 人 デ ー タ ベ ー ス 等 」を 構 成 す る 個 人 情 報 ）を あ ら か じ め 本 人
の 同 意 を 得 な い で 、第 三 者 に 提 供 す る こ と は あ り ま せ ん 。ま た 、個
人 デ ー タ に 該 当 し な い 個 人 情 報 に つ い て も 、で き る 限 り 個 人 デ ー タ
に 準 じ て 取 り 扱 い ま す 。  

(1)人 の 生 命 、身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た め に 必 要 な 場 合 で あ っ て 、
本 人 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ る 場 合  

(2)公 衆 衛 生 の 向 上 又 は 児 童 の 健 全 な 育 成 の 推 進 の た め に 特 に 必
要 が あ る 場 合 で あ っ て 、本 人 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ る と
き  

(3)国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 又 は そ の 委 託 を 受 け た 者 が 法 令 の
定 め る 事 務 を 遂 行 す る こ と に 対 し て 協 力 す る 必 要 が あ っ て 、本
人 の 同 意 を 得 る こ と に よ り 当 該 事 務 の 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お
そ れ が あ る と き  

(4)そ の 他 法 令 に 基 づ く 場 合  
 
３ ）  共 同 利 用  

当 社 は 、 (1)に 記 載 す る 個 人 デ ー タ を 当 社 と 関 連 会 社 、 委 託 業 者
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と の 間 で 共 同 利 用 さ せ て い た だ き ま す 。  
(1)個 人 デ ー タ の 項 目  
  共 同 利 用 す る 個 人 デ ー タ の 項 目 は 以 下 の と お り で す 。  
  氏 名 、 年 齢 、 性 別 、 住 所 、 勤 務 先 名 称 、 勤 務 先 所 在 地 、  
  電 話 番 号 、 フ ァ ッ ク ス 番 号 、 携 帯 電 話 番 号 、  
  電 子 メ ー ル ア ド レ ス 、 職 業 、 銀 行 口 座 番 号 、  
  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等  
(2)共 同 し て 利 用 す る 者 の 利 用 目 的  
  共 同 利 用 す る 者 の 利 用 目 的 は 以 下 の と お り で す 。  
  （ 関 連 会 社 、 委 託 業 者 ）  
  (1)当 社 の サ ー ビ ス に 対 す る ご 意 見 を お う か が い す る た め  
  (2)当 社 の サ ー ビ ス の 需 要 調 査 の た め  
  (3)当 社 の サ ー ビ ス 開 発 の た め  
  (4)当 社 の 新 サ ー ビ ス 、 キ ャ ン ペ ー ン の ご 案 内 を 送 付 す る た

め  
  (5)当 社 の サ ー ビ ス に 関 す る 情 報 を 送 付 又 は メ ー ル マ ガ ジ ン

を 送 信 す る た め  
 
(3)個 人 デ ー タ の 管 理 責 任 者  
  管 理 責 任 者 は 、 当 社 で す 。  
 
  ■ 個 人 情 報 保 護 に 関 す る お 問 合 せ 先  
  個 人 情 報 管 理 責 任 者 ： 林 装 太  
  住 所 ： 東 京 都 中 央 区 築 地 1-5-11 築 地 KBビ ル B1F 
  電 話 番 号 ： 03-6226-6767 
  （ 平 日 10： 30～ 19： 30）  

 
４ ）  開 示 等 の 手 続  

当 社 が 保 有 す る 個 人 デ ー タ に つ い て 、開 示 、訂 正 、利 用 停 止 等 を
希 望 さ れ る 場 合 は 、上 記 の 個 人 情 報 保 護 に 関 す る お 問 合 せ 先 に ご 連
絡 く だ さ い 。  

 
 

           株 式 会 社 コ パ イ ロ ツ ト  
           代 表 取 締 役  定 金  基  


